
（別紙１）  

医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算

の特例措置 について 

 

１ 改正の趣旨 

  医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点か

ら、保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における調剤時

について、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１の評価を見直すとと

もに、再診時に診療情報を活用して診療等を実施することについて、新たな

評価を行う特例措置を講ずることとする。 

また、あわせて療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令（昭和 51 年厚生省令第 36 号）第１条に規定する電子情報処理組織の使

用による請求（以下「オンライン請求」という。）を更に普及する観点から、

当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずることとする。 

 （令和５年 12 月 23 日 中医協答申） 

 

２ 改正の概要 

(１)  医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険

医療機関を受診した患者に対し、初診を行った場合における評価を見直す。 

 

(２)  医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険

医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を新設す

る。 

 

(３)  医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険

薬局において調剤を行った場合における評価を見直す。 

 

(４)  オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関・保険薬局

が、オンライン請求を行っていない場合において、オンライン請求を令和５

年 12 月 31 日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、医療

情報・システム基盤整備体制充実加算を算定可能とする。 

※ 算定を希望する保険医療機関・保険薬局においては「医療情報・システ

ム基盤整備体制充実加算における「令和５年 12 月 31 日までに電子情報

処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについ

て」（令和５年１月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）を参照する

こと。 

 

(５) 上記特例措置については、令和５年４月から 12 月まで（９か月間）時

限的に適用する。 

 

 

 

  


